
コンプライアンス（法令等の遵守）態勢強化のために

　金融機関を巡る経営環境は、規制緩和の急速な進展と、市場原理の導入により著しく変化しています。特に、信
用金庫は営業地域が限定された金融機関であり、地域社会の信用・信頼が存立基盤となっています。当金庫は、金
融機関のもつ社会的責任と公共的使命を自覚して健全・堅実な業務運営を確保し、地域社会の発展に貢献するため、

「コンプライアンスに裏付けられた内部管理態勢」の確立を経営の重要課題に掲げております。
　私どもは、蒲郡信用金庫行動綱領を遵守して、お客さまからの信用・信頼にお応えしてまいります。

　当金庫は、法令や社会規範の遵守はもとより、当金庫の基本方針ならびに経営理念に基づき、地域から信頼され
存在価値が高まるよう、コンプライアンスに関する諸問題の未然防止や実効性ある改善対策を講ずるための基本規
程として、「コンプライアンス運営規程」を制定しています。
　運営体制面では以下の組織を設け、また、各職場の研修等を通じコンプライアンスの徹底に努めております。

蒲郡信用金庫行動綱領
１．信用金庫の社会的使命と公共性の自覚と責任
２．質の高い金融等サービスの提供と地域社会発展への貢献
３．法令やルールの厳格な遵守
４．地域社会とのコミュニケーション
５．人権の尊重

６．従業員の働き方、職場環境の充実
７．環境問題への取組み
８．社会参画と発展への貢献
９．反社会的勢力との関係遮断、
　　テロ等の脅威への対応

コンプライアンス運営委員会 理事長を委員長とし、常勤理事会メンバーとリスク統括部長を委員とする委員会を設置、
積極的にコンプライアンスに取組んでおります。

コンプライアンス運営小委員会
リスク統括部長を委員長とし、本部各部長をメンバーとする小委員会を設置、各部及び
各営業店におけるコンプライアンスに関する実情等を調査・把握し、対処方針等を運営
委員会へ具申しております。

リスク統括部
コンプライアンス統括部署として、コンプライアンス・プログラムの管理やコンプライ
アンスに関する臨店指導の実施等を行っております。また、コンプライアンス運営委員
会及び同小委員会の事務局となっております。

コンプライアンス担当者
リスク統括部にコンプライアンス専担者を配置するとともに、本部各部及び、各営業店
の次席者をコンプライアンス担当者に任命し、コンプライアンス重視の観点から、職場
内における教育・指導・研修等を行っております。

　当金庫では、反社会的勢力からの不当要求に対し、これを断固として拒絶することを目的として基本方針
を定めました。また、本部・営業店に「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第14条第1項に
規定する不当要求防止責任者を配置しております。

  反社会的勢力に対する基本方針  
私ども蒲郡信用金庫は、社会の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・社会の発展を妨げる反社会的
勢力との関係を遮断するため、「反社会的勢力に対する基本方針」を定め、これを遵守します。

1. 当金庫は、反社会的勢力との取引を含めた関係を遮断し、不当要求に対しては断固として拒絶します。
2.   当金庫は、反社会的勢力による不当要求に対し、職員の安全を確保しつつ組織として対応し、迅速な問題

解決に努めます。
3. 当金庫は、反社会的勢力に対して資金提供、不適切・異例な取引および便宜供与は行ないません。
4.   当金庫は、反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から警察、暴力追放運動推進センター、弁護士な

どの外部専門機関と緊密な連携関係を構築します。
5.   当金庫は、反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対抗措置を講じる等、断

固たる態度で対応します。

反社会的勢力への対応
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